
寒 川町 臨時 職員の 給与 等に 関す る規則 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(期 末手当 ) (期 末手当 ) 

第 10条  (略 ) 第 10条  (略 ) 

2 期末手 当の 額は 、そ れぞ れの 基準日 現

在 に お い て そ の 者 が 受 け る べ き 賃 金 月

額 に 、 6月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 1 0

0分 の 6 5、 12月 に 支 給 す る 場 合 に お い て

は 100分 の 80を 乗 じ て 得 た 額 に 基 準 日 以

前 6か 月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 在

職 期間 の次 の各号 に掲 げる 区分 に応じ、

当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額

と する 。  

2 期末手 当の 額は 、そ れぞ れの 基準日 現

在 に お い て そ の 者 が 受 け る べ き 賃 金 月

額 に 100分 の 72.5          

                 

     を 乗 じ て 得 た 額 に 基 準 日 以

前 6か 月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 在

職 期間 の次 の各号 に掲 げる 区分 に応じ、

当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額

と する 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

～ 略～  ～ 略～  

別 表第 1(第 6条 関係 ) 

臨 時的 任用 職員月 額賃 金表  

号 給  賃 金月 額  

1 142,600円  

2 147,100 

3 151,500 

4 156,800 

5 162,700 

6 168,600 

7 179,200 

8 185,800 

9 192,700 

10 198,500 

11 203,700 

12 208,800 

13 213,800 

14 218,100 

15 221,500 

16 224,800 

17 228,200 

18 231,700 

19 234,600 

20 237,300 

21 240,200 

22 242,900 

別 表第 1(第 6条 関係 ) 

臨 時的 任用 職員月 額賃 金表  

号 給  賃 金月 額  

1 144,100 

2 148,600 

3 153,000 

4 158,300 

5 164,200 

6 170,100 

7 180,700 

8 187,200 

9 194,000 

10 199,700 

11 204,800 

12 209,800 

13 214,800 

14 219,100 

15 222,400 

16 225,600 

17 229,000 

18 232,400 

19 235,300 

20 238,000 

21 240,800 

22 243,500 



23 245,600 

24 247,100 
 

23 246,100 

24 247,600 
 

別 表第 2(第 6条 関係 ) 

非 常勤 職員 月額賃 金表  

号 給  賃 金月 額  

1 109,800円  

2 113,300 

3 116,700 

4 120,700 

5 125,300 

6 129,800 

7 138,000 

8 143,100 

9 148,400 

10 152,800 

11 156,800 

12 160,800 

13 164,600 

14 167,900 

15 170,600 

16 173,100 

17 175,700 

18 178,400 

19 180,600 

20 182,700 

21 185,000 

22 187,000 

23 189,100 

24 190,300 

25 191,800 

26 193,300 

27 194,800 

28 196,300 

29 197,800 

30 199,300 
 

別 表第 2(第 6条 関係 ) 

非 常勤 職員 月 額賃 金表  

号 給  賃 金月 額  

1 111,000 

2 114,400 

3 117,800 

4 121,900 

5 126,400 

6 131,000 

7 139,100 

8 144,100 

9 149,400 

10 153,800 

11 157,700 

12 161,500 

13 165,400 

14 168,700 

15 171,200 

16 173,700 

17 176,300 

18 178,900 

19 181,200 

20 183,300 

21 185,400 

22 187,500 

23 189,500 

24 190,700 

25 192,200 

26 193,700 

27 195,200 

28 196,700 

29 198,200 

30 199,700 
 

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 こ の規 則は、平成 31年 4月 1日 から 適用す

る 。  

 


